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令 和 ８ 年 度 事 業 計 画 

Ⅰ 福祉目標 

住民総参加によるふれあいのまちづくり 

 ― つどい・学び・支えあう ― 
 

少子高齢化や人口減少の進行に加え、単身世帯の増加や生活課題の複雑化・複合化

により、地域における孤立や支援の行き届きにくさが顕在化しています。こうした中、

制度による支援だけでなく、地域全体で課題を受け止め、住民同士が支え合う仕組み

づくりがこれまで以上に求められています。本協議会では、これまでの地域福祉活動

を基盤に、現状に即した取り組みを充実させ、多様な福祉課題に対応していきます。 

 

本年度は、「第４次地域福祉活動計画」および「ふれあいのまちづくり推進プラン

（第６次社協発展計画）」の最終年度として、「地域の福祉力」の向上を目指した取

り組みを引き続き進めるとともに、地域住民の参加を得ながら次期計画の改訂作業に

取り組みます。また、町と一体的に策定した「地域福祉計画」との連携のもと、各計

画の着実な推進と新たな地域課題の把握に努めます。 

 

福祉サービスでは、関係機関と連携し、要援護者に対する支援や総合相談を行いま

す。併せて地域包括支援センターの運営や認知症初期集中支援事業により高齢者を包

括的に支援するとともに、障がい者福祉分野では「就労継続支援Ｂ型事業」を継続し、

当事者目線の支援に取り組んでいくほか、「ふれあいショップ希望」の運営を通じて、

障がいのある方の働く姿を地域に発信し、地域共生社会の実現を進めます。 

 

また、地域福祉の担い手を広げていくため、ライフステージに応じたボランティア

の養成や新たなボランティア団体の周知などを進めるとともに大規模災害に備えた

災害ボランティアコーディネーターの育成や、防災備蓄体制の整備にも取り組みます。 

 

成年後見制度については、「愛川町権利擁護支援センター」を運営し、専門職の配

置や関係機関との連携により、制度の普及、啓発や利用促進を図ります。加えて、今

年度から成年後見制度を地域に根付かせる取り組みとして、市民後見人の育成に着手

し、住民が支え手として関わる仕組みづくりを進め、これにより中核機関として求め

られる全ての機能を備えます。さらには、「愛川あんしんセンター」の機能充実を図

り、法人後見事業や日常生活自立支援事業を通じて、判断能力が十分でない方が地域

で安心して生活できるよう支援を継続します。 

 

組織運営においては、ガバナンスの強化、事業運営の透明性向上、健全な財務管理

を進めるとともに、会員加入の促進や自主財源の確保により財政基盤の強化を図りま

す。これらの取り組みを通じて、公益性、公共性の高い団体として、｢地域福祉の推

進役｣という本協議会に課せられた責務を果たし、地域福祉の推進に努めていきます。 
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Ⅱ 基本目標 
 

１ 福祉文化の醸成を図ります。 

２ 福祉でまちづくりを進める視点を持ち、地域福祉の推進を図ります。 

３ 住民福祉活動、当事者活動を支援し、身近な地域の住民が主体となった福祉のま

ちづくりを進めます。 

４ ｢誰もがみんなボランティア｣を目標にボランティアの育成とボランティアネッ

トワークの構築を目指します。 

５ 在宅福祉サービスの実施と福祉サービスの利用支援、権利擁護事業に取り組みま

す。 

６ 地域福祉の推進を図ることを目的とする団体としての使命を再確認し、使命を実

現するために必要な基盤強化を図ります。 
 

Ⅲ 事業の概要  

地域福祉・在宅福祉の総合化に向けて 
 
 
１．福祉問題・福祉動向等の把握に向けて 

  民間社会福祉団体の中核として、調査活動のみならず、あらゆる情報収集手段に

より、絶えず地域住民の福祉ニーズを把握する機能を発揮し、福祉課題の明確化を

進めます。また、行政計画策定へ参画し、問題提起を行いながら行政との役割分担

を明確にし、本協議会の実践活動と結びつけ、地域福祉の推進に努めます。 

 

（１）福祉問題の把握 

・福祉総合相談事業の実施 

 介護相談 ボランティア相談 権利擁護相談 資金貸付相談 福祉機器、福

祉用具相談 住宅改修相談 

   ・権利擁護相談事業の実施（成年後見・権利擁護相談） 

（２）福祉情報の集約化 

・関連行政機関及び関連団体との連携、協力体制の推進 

（３）各種計画の推進 

愛川町との協働体制により、町福祉支援課等との合同事務局による地域福祉 

計画・地域福祉活動計画の一体的な進行管理を行うとともに、理事会において 

社協活動計画の進行管理を行います。 

   ・愛川町福祉のまちづくり推進委員会の開催 

   ・第４次地域福祉活動計画及び第６次社協発展計画の進行管理 

・第５次地域福祉活動計画及び第７次社協発展計画の策定          

・愛川町との合同事務局会議の開催 
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２．福祉の理解と活動の周知に向けて 

地域住民のコンセンサスを得ながら福祉課題解決に向けての取り組みや広報、啓 

 発活動の充実を図ります。また、若年層に対する福祉教育を推進するため学校等教 

 育機関や地域の高齢者施設等との連携を強化し、福祉教育の推進に努めます。  

 

（１）広報・情報提供活動 

本協議会の事業活動を周知するとともに社会福祉に関する活動への住民の 

参加を得るため普及、広報事業を実施します。 

・社協あいかわ／社協あいかわお知らせ版等の発行 

  ・情報化推進事業 社協ホームページの随時更新 

  ・障がい者・高齢者ＩＣＴ教室 

（２）地域福祉推進・啓発活動 

   ・愛川町社会福祉大会（愛川町との共催） 

・あいかわ福祉のひろばの開催（わいわいスペースの実施） 

・福祉講演会の開催 

・ふれあい広場の開催 

   ・“愛川の底力”住民委員会の開催 

住民自らが地域福祉について話し合う機会などを設け、身近な支援の仕組

みづくりなどを検討、実践します。 

   ・地域ふくしサポーター養成講座 

（３）福祉教育推進・支援事業 

・出前講座や｢やさしさを育む教室｣の実施 

・福祉教育活動助成事業 

学校教育の一環として福祉への理解と関心を高める福祉教育活動に対し、助 

成を行います。（小学校・中学校・県立高校） 

・「職場体験」、「総合的な学習の時間」への協力 

   ・福祉教育連絡協議会の開催 

（４）研修事業 

・福祉職従事者研修会事業の開催 

（５）介護職の魅力 PR 推進事業 

    介護職員不足への対応として、町内高齢者福祉施設等と連携し、介護職に対

するイメージアップ、魅力等を発信する機会を設け、介護人材の確保・定着を

目指します。 

 

３．関係機関・団体・施設等との連携に向けて 

民間福祉団体の中核として、地域住民、ボランティア、当事者団体、福祉施設や 

福祉団体のみならず、地域社会を形成するあらゆる団体（労働組合、商工団体、農

業協同組合、ＮＰＯなど）との情報交換や協働事業を展開します。 
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（１）連携団体 

・各行政区、民生委員児童委員協議会、共同募金会、福祉施設、福祉サービス 

事業者、県及び各市区町村社協、行政機関等 

・福祉団体合同新年賀詞交歓会の開催 

・共同募金運動の推進 

   ・町民活動サポートセンターとの連携 

（２）助成事業   

・地域福祉ふれあい助成事業（行政区） 

各行政区での福祉活動を促進するため、福祉活動事業費（均等割、世帯割、 

加入率割により算出）の助成を行います。 

・福祉団体等助成事業（福祉団体特定事業、老人クラブ連合会、高齢者サロン 

等） 

（３）社会福祉法人等代表者会議の開催 

（４）○新外国籍住民の福祉ニーズ把握 

    地域共生社会の実現に向け、外国籍住民の福祉ニーズ把握の機会を作り、新

規事業の検討を行います。 

 

４．活動の担い手の開拓・組織化に向けて 

福祉という価値観・文化を共有しながら、ともに生きるという共通認識を持ち、 

地域において皆で支えあう住民参加型福祉社会の形成に取り組みます。そのために 

は、長期的な展望に立ち、誰もが自主性、自発性を基礎に気軽に参加できるような 

環境整備に取り組みます。特にボランティアセンターの機能を強化し、参加プログ 

ラムの開発、相談・支援体制を整えボランティア育成に努めるとともに、小地域で 

の福祉活動が展開できるような支援に努めます。 

 

（１）ボランティアの開拓・組織化（ボランティア育成） 

   ・次代を担うボランティア育成事業 

（ボランティアサマースクールの開催） 

   ・災害ボランティアコーディネーター養成講座 

・ボランティアのつどいの開催 

（２）ボランティア活動等への援助 

・ボランティアグループ等への助成 

ボランティア活動、当事者等活動団体の支援のため、ボランティア活動振興 

基金を活用し助成します。 

・ボランティアセンター機能の強化 

・○新ボランティアグループ開催の講座支援  
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（３）災害ボランティアセンター 

・災害ボランティアセンター設置運営訓練 

・災害ボランティア交通費等助成事業 

・災害備蓄品の整備 

（４）その他      

   ・ボランティア登録、相談のコーディネート 

・ボランティア団体用メールボックスの設置 
 

５．援護サービス活動の充実に向けて 

社会福祉協議会では、行政や関係機関との連携並びに小地域活動やボランティア

活動等、住民の主体的活動連携も視野に入れながら、高齢者や障がい者等ができる

限り地域で安心して自立した生活ができるよう支援します。 

また、民間福祉活動の中核組織としての機能や役割を最大限に発揮し、援護サー

ビス事業の開発に努めるとともに、地域福祉計画及び地域福祉活動計画との整合性

を保ちながら事業の実施を図ります。 

 

（１）障がい児・者福祉 

・肢体不自由児日常介助物品支給事業 

・ふれあいショップ希望運営における共生社会実現の取り組み 

障がい者に対する仕事の場を提供し、地域社会の一員であることを発信する 

   ことにより「ともに生きる社会」の実現を推進します。 

・重度心身障害者等移送サービス事業（受託事業） 

（２）高齢者福祉 

・福祉機器貸与事業（特殊ベッド、車いす等） 

・理髪サービス事業（年４回） 

・高齢者ミニデイサービス事業（週１回）（受託事業） 

・福祉機器の紹介 

・高齢者サロン活動支援事業 

・介護保険事業への協力・支援（ケアプラン自己作成支援事業など） 

   ・いきいき生活応援事業 

   ・高齢者・障がい者暮らしサポート事業（お元気ですかコール事業） 

・住民参加型送迎サービス事業（愛川お助け便） 

（３）児童・母子福祉 

   ・交通遺児世帯激励金支給事業 

   ・母子福祉会事業への協力 

（４）要援護者・要援護世帯等福祉 

   ・フードバンク運営事業「フードバンクあいかわ」 

    個人及び団体等から寄託された食品等を生活困窮世帯等へ提供し、生活再建 

に向けた自立支援を行います。 
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・被保護世帯入学卒業祝品支給事業 

   ・行路人（浮浪者）等援護事業 

   ・緊急援護資金貸付事業 

一時的に生活に困窮している世帯で、緊急に援護を必要としている世帯に 

対し、世帯更生援護活動の一環として生活費等資金の貸付を行います。 

   ・生活福祉資金貸付事業 

神奈川県社会福祉協議会から生活福祉資金貸付事務を受託し、申請及び償 

還等の指導を行います。                                                         

・年末激励金支給事業 

   ・災害見舞金支給事業 
 
 
６．愛川町権利擁護支援センターの運営  

成年後見制度の利用促進と円滑な制度運用が図られるよう、町内の支援体制構築

を推進するための中核的な機関となる「愛川町権利擁護支援センター」の受託運営

を行います。 

また、判断能力の不十分な方等が地域で安心して生活が送れるよう日常生活自立

支援事業、法人後見事業を実施します。 

○事業所名  愛川町権利擁護支援センター 

○職員体制  センター長１名（弁護士） 

       専任職員１名 

 

（１）愛川町権利擁護支援センター事業（受託事業） 

    成年後見制度に係る相談対応及び利用支援、普及啓発に向けた広報、地域連

携ネットワークの構築等に取り組みます。 

    また、地域連携ネットワークでは、弁護士や司法書士、地域の医療・福祉関

係者等が参画し、権利擁護に係る地域の課題等を協議する「協議会」を開催し

ます。 

   ・後見人等受任者調整会議の開催 

   ・成年後見制度利用促進協議会の開催 

   ・成年後見制度普及啓発講演会の開催 

   ・○新市民後見人の育成及び支援事業 

     地域における権利擁護体制の充実を図るため、市民後見人の育成及び活動

支援体制の整備を行います。 

（２）愛川あんしんセンター事業 

・日常生活自立支援事業 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者等で判断能力の不十分

な方が、地域で安心して自立した生活が送れるよう「福祉サービス利用援助」

「日常的金銭管理サービス」「書類等預かりサービス」を実施し支援します。 
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・法人後見事業 

成年後見制度において後見人等受任候補者のいない方に対し、法人として成 

年後見人等を受任し、被後見人等の財産管理、身上監護を実施し本人の権利を 

擁護します。 

   ・法人後見事業審査会 

法人後見事業の業務の公平性、専門性を確保し、事業の適正化を図ることを 

目的に「法人後見事業審査会」を年４回定期的に開催します。 

（３）成年後見・権利擁護相談会の実施 

    専門相談員が、成年後見制度、クーリングオフ制度、遺言書作成などの相談 

に応じます。 

（４）権利擁護推進事業顧問弁護士の配置 

    日常生活自立支援事業、法人後見事業の支援に対する助言、相談への対応、

及び今後、複雑・多様化した課題に対応するため、権利擁護推進事業の法律業

務を行う弁護士を配置し、権利擁護の推進機能強化を図ります。 
 
 
７．地域包括支援センターの運営（受託事業） 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活が続けられるように、介護や健康など

様々な面から支援するための拠点として｢地域包括支援センター｣を受託運営しま

す。 

○事業所名  愛川町地域包括支援センター 

○職員体制  チームアプローチによる職員体制の構築 

           保健師２名 看護師１名 社会福祉士１名 

 主任ケアマネジャー１名 ケアマネジャー１名 

 

（１）高齢者情報の作成・管理・共有化 

（２）総合相談支援業務の実施 

（３）権利擁護業務の実施 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（５）介護予防ケアマネジメント業務 

（６）地域におけるネットワーク構築業務 

   ・地域ケア会議の開催 

   ・関係機関との連携強化 

（７）地域介護予防活動支援事業 

・介護予防事業 

地域の高齢者が、いつまでも心身の健康を保ち自立した生活が送れるよう、 

介護予防全般の知識について広く普及、啓発します。 

（８）職員スキルアップ推進事業 

   ・各種研修への参加 
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（９）認知症初期集中支援事業 

認知症の人又はその疑いのある人やその家族に、認知症の早期から関わる専 

   門職からなる支援体制（支援チーム）を構築し、対象者への包括的観察、評価 

に基づく訪問等支援活動を行い、必要に応じ専門医療機関・専門医と連携し適 

切な医療サービスや介護サービスによる安定的なサービスへの移行を支援し 

ます。 

 

８．あいかわ福祉サービス協会の運営 

地域に暮らす会員同士の助け合いにより高齢者や心身障がいの人たちに生活・自

立への援助を行い、本人やその家族が地域で安心して暮らせるよう支援するため、

会員方式による低額有料のホームヘルプサービス事業を実施します。 

    ○職員配置  コーディネーター１名 

○家事援助、介護サービスの実施 

    ○協力会員の育成・研修 

    ○協力会員、利用会員、他機関等との調整 
 
 
９．愛川町ありんこ中津・高峰作業所の運営 

  愛川町立心身障害者地域作業所｢愛川町ありんこ中津作業所｣及び｢愛川町ありん

こ高峰作業所｣については、愛川町と基本協定及び年度協定を締結し、本協議会が

指定管理者（令和６年度～５年間）として両施設の運営を行います。 

 

【障害者総合支援法による事業所の運営】 

（１）障害者総合支援法による｢就労継続支援事業（Ｂ型）｣の実施 

    ○事業所名  愛川町ありんこ中津作業所 

    ○職員体制  主任指導員（３名）補助指導員（若干名） 

    ○利用定員  愛川町ありんこ中津作業所  １日 定員２０名 

           愛川町ありんこ高峰作業所  １日 定員１５名 

（２）就労継続支援事業の実施 

   ・就労に必要な技能習得のための作業訓練の実施 

   ・人間関係の習得指導の実施 

   ・基礎的な生活習慣習得指導の実施 

・その他（創作活動等の指導の実施） 

・農福連携による作業訓練の開拓 

 

10．苦情解決第三者委員会の設置  

  本協議会が実施する事業の利用者からの苦情等に対して、適切な対応を推進する

ため、弁護士、社会福祉士、本会評議員から選任する第三者委員を設置し、苦情解 

決に向け必要な対応を行います。 
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安定充実した組織運営体制の整備に向けて 
 
 
１．計画及び組織体制・運営の強化に向けて 

  社会福祉協議会が、協議体、事業体、運動体として３つの機能を統合し、特色あ 

る事業、活動を創造していくため執行機関、議決機関、会員構成、各種委員会の機 

能の強化、基盤整備を進めます。 

 

（１）社会福祉協議会会員加入の促進 

（２）理事会・評議員会・監事会等の定例開催 

社会福祉法人におけるガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規 

   律の強化、地域における公益的な取り組みの実施等法人運営の適正化をすすめ 

ます。 

（３）情報化推進事業の継続 

（４）町計画等策定への参画 
 
 
２．安定的な財政運営に向けて 

民間福祉団体として、自主的な福祉活動を推進していくための安定的財政基盤の 

構築に努めます。また、すでに行っている事業や援護サービスの効率・効果を考え 

効果的な事業運営を図ります。 

 

（１）社協会員全世帯及び事業所加入の促進 

（２）寄付金の有効活用 

（３）基金及び事業資金の適切な管理・運用 

（４）収益事業の運営（売店、自動販売機等） 
 
 
３．事務局体制強化に向けて 

  事務局機能の強化を柱に事務局組織の改革を進め、効率の良い業務執行と職員の 

適正な配置に努めます。また、事務局職員の資質向上のため、専門資格の取得や研 

修の強化に努め、専門性、熱意をもった職員を育成します。 

 

（１）職員体制の充実 

（２）職員の資質向上（各種資格取得の推進） 

（３）事務局の機構 （別紙参照） 

（４）備品・固定資産の整備・その他、事務用備品、固定資産の取得 
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４．団 体 事 務 

  福祉団体等を支援育成するため、事務局を担当し運営強化に努めます。 

 

（１）神奈川県共同募金会愛川町支会 

（２）愛川町ボランティア連絡協議会 

（３）愛川町手をつなぐ育成会 

（４）愛川町母子福祉会 



12

 

 

令和８年度 

 

法人全体 資金収支予算書 
 

 議案第１１号 

 

令和８年度社会福祉法人愛川町社会福祉協議会資金収支予算については、 

別表に定めるとおりとし、定款第３８条第１項ならびに経理規程第１６条、 

第１７条の規定により評議員会の承認を求める。 

 

令和８年３月２６日提出 

 

社会福祉法人愛川町社会福祉協議会 

会 長  石 井  康 弘 

 

【根拠】 
＜定款＞ 
（事業計画及び収支予算） 
第 38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日まで
に、会長が作成し、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を得なけ
ればならない。これを変更する場合も、同様とする。 
２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一
般の閲覧に供するものとする。 
＜経理規程＞ 
（予算基準） 
第 16条 本会は、毎会計年度、事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を
作成する。 
２ 予算は、第７条第１項に定める拠点区分ごとに編成し、収入支出の予算額は勘定科目ごと
に設定する。 
３ 拠点区分にサービス区分を設定している場合には、サービス区分ごとに予算を編成する
ことができる。 
（予算の事前作成） 
第 17条 前条の予算は、事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき毎会計年度開始前に会
長が編成し、理事総数（現在数）の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得て確定す
る。 

 

 

【愛川町社会福祉協議会 組織図】 

 
会  員 （ 一般会員 賛助会員 特別会員 ） 

  

議 決 機 関  執 行 機 関  監 査 機 関 

評議員会  理 事 会  監 事 会 

    

評議員(29)  会 長( 1) 

正副会長会議 

 監 事(3) 

  副会長( 2)   

各種委員会  理 事(10)  顧 問 

      

   事 務 局 長   

   1名   

            

            

 

総 務 班 
専 任 職 員 ２ 名 

嘱 託 職 員 若干名 

管理部門 

 法人運営部門 

収益事業部門 

        

 

地域在宅援護班 

専 任 職 員 ３ 名 地域福祉推進部門 

 
嘱 託 職 員 若干名 在宅福祉推進部門 

非常勤職員 若干名 公益事業部門 

        

 

地域包括支援センター 

専 任 職 員 ４ 名 介護予防ケアマネジメント 

 
嘱 託 職 員 若干名 認知症初期集中支援事業 

非常勤職員 若干名  

        

 

権利擁護支援センター 
専 任 職 員 １ 名 

非常勤職員 若干名 

権利擁護事業部門 

 
・権利擁護支援センター 

・あんしんセンター 

 
【専任職員の資格取得状況】 
社会福祉士 ６名、精神保健福祉士 １名、介護福祉士 ２名、保健師・看護師 １名 
理学療法士 １名、介護予防運動指導員 １名、介護支援専門員 ４名、 
第一種衛生管理者 １名 福祉住環境 Co２級 １名、福祉住環境 Co３級 ３名 
福祉用具専門相談員 ４名 
【上記以外に本協議会職員及び嘱託職員、非常勤職員が取得している資格など】 

社会福祉士 介護福祉士 看護師 介護支援専門員 ホームヘルパー養成研修 1・2 級課程

修了 難病患者等ホームヘルパー養成研修難病基礎課程Ⅰ修了 サービス管理責任者（就労

分野） 認知症ケア専門士 など 


